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平成27年４月28日 

各      位 

会 社 名  

 代表者名 代表取締役社長 川 村  八 郎 

（コード番号  ６４５４ 東証第一部） 

問合せ先  取締役執行役員 浅 見     泰 

（ＴＥＬ．０３－３６６９－８１０６） 

 

 
「内部統制システム構築の基本方針」の改定に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成27年４月28日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を改定

することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

記 

 

(1) 当社グループの取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること、および会社の業務並びに企

業集団の業務の適正を確保するための体制 
 

マックスグループの取締役及び従業員が法令や社内規程に従い、かつ高い倫理観をもって良識ある

行動をとれるように「マックス行動規範」を定めて遵守を求めています。また、内部監査規程に基づ

いて、内部監査部門が定期的に監査を行っています。 

あわせて、内部通報窓口（マックスヘルプライン）を設置し、不適切な行為を把握する体制をとっ

ております。 

反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応し、取引先と覚書を締結するなど、反社

会的勢力との関係を遮断する体制としております。 

 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 

取締役会事務局において、株主総会・取締役会・その他取締役が主催する重要な会議の議事録を作

成し、随時、取締役及び監査役の閲覧に供しています。 

これらの書類は、文書保存年限規程に基づき、適切に保存・管理しています。 

 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 

「経営関連会議規程」を定め、定期的に開催される「コーポレートガバナンス委員会」を設置し、

全社のリスクを抽出、把握、対応する体制を取っております。また内部監査部門が、監査の中で各部

門の個別リスク管理状況の把握を行い、定期的にコーポレートガバナンス委員会に報告し、コーポレ

ートガバナンス委員会でのリスク管理状況は取締役会に報告され、各部門のリスク管理についての改

善・進捗が全社的に図られる体制を取っております。 
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 

社是、経営基本姿勢に基づいた経営方針を作成し、その経営方針に基づいた中期経営計画、中期経

営計画をより具体的な形とした年度事業計画を取締役会の承認を得て定め、各部門がそれに基づいて

業務遂行しております。 

また、取締役会のほか、社内の重要会議として定期的に経営会議、事業会議、事業戦略会議を開催

し、意思決定の迅速化及び職務執行の効率化のための全社的な情報の共有化を図っております。 

 

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 

(5)-ｲ) 当社の子会社の取締役等の職務に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制  
 

当社が定める「関係会社経営に関する基本方針」において、子会社の業績、財務状況その他の重要

な情報について、当社への定期的な報告を義務付けております。その報告を基に各子会社を所管する

部門が各々の子会社の状況を把握し、事業会議、取締役会において子会社の業績、財務状況の報告を

定期的に行っております。 

 

(5)-ﾛ) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
  

当社は、当社グループのリスク管理を担当する機関として、コーポレートガバナンス委員会を設置

し、子会社を含めたグループ全体のリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議する体制とし

ております。 

内部監査部門が子会社監査の中で、各子会社の個別リスク管理状況の把握を行い、定期的にコーポ

レートガバナンス委員会、取締役会に報告し、各子会社のリスク管理についての改善進捗を全社的に

図られる体制としております。 

 

(5)-ﾊ) 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 

当社は、３事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、その中期経営計画を具体化する

ために、毎事業年度ごとのグループ全体の短期事業計画を定め、各部門がそれに基づいて業務遂行し

ております。 

また、各子会社を所管する部門と子会社の間で定期的に会議を行い、情報の共有化及び職務執行の

効率性を確保する体制としております。 

 

(5)-ﾆ) 当社の子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 
 

マックスグループの取締役及び従業員が法令や社内規程に従い、かつ高い倫理観をもって良識ある

行動をとれるように「マックス行動規範」を定めて遵守を求めています。 

また、内部監査規程に基づいて、内部監査部門が定期的に監査を実施しております。、 

あわせて、内部通報窓口（マックスヘルプライン）を設置し、不適切な行為を把握する体制をとっ

ております。 
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(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

及びその使用人の取締役からの独立性と監査役からの指示の実効性の確保について 
 

監査役は、社内の重要な会議に出席するなど、監査役の業務執行の中で直接、会社の公正性・適法

性が確認できているため、監査役の職務を補助する従業員の恒久的な設置は求めておりません。監査

役が補助使用人の設置を求めた場合には、監査役の求めに応じて適切な人員を配置することとしてい

ます。また、内部監査部門が、監査役会と連携しその職務を補助する体制としております。 

 

(7)-ｲ) 当社の取締役等が監査役に報告をするための体制 
 

監査役は、取締役会、事業会議、事業戦略会議等社内の重要な会議に出席し、業務執行状況、意思

決定プロセスに関して把握しております。 

内部監査部門は監査結果の報告を始めとして、内部監査から得られた情報について、監査役と緊密

な連携を行っております。 

 

(7)-ﾛ) 当社の子会社の取締役等が会社関係者より報告を受けた事項を当社の監査役に報告をするた

めの体制 
 

 内部監査部門が定期的に子会社監査を実施し、その結果得られた情報を監査役に報告しております。 

また内部通報制度において、通報状況については内部監査部門を通じて監査役に報告される体制を

取っております。 

 

(8) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制 
 

監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由とする不利益の扱いを禁止するとともに、内部

通報規程において、公益目的で報告、または相談をした場合、報告をした者が当該報告をしたことで

の不利益な取り扱いの禁止を定めております。 

 

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針 
 

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用の請求をしたときは、速やかに当該費用を支払うこととしております。 

 

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
 

監査役は、必要に応じてマックスグループの取締役及び従業員に対して業務の執行状況について報

告を求めることができるとともに、取締役及び会計監査人と意見交換等を行えるようにしております。 

 

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制 
 

金融商品取引法等が定める財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る内部統制の体制を整備

し、維持・向上を図っております。 

 

以 上 


